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 規  則  

 

 四日市港管理組合財務規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

  令和 7 年 12 月 25 日 

               四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合規則第 8 号 

   四日市港管理組合財務規則の一部を改正する規則 

 四日市港管理組合財務規則（昭和 41 年四日市港管理組合規則第 12 号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改定後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

目次 

 （略） 

   第 93 条（入札） 

   第 93 条の 2（電子入札） 

   第 93 条の 3（入札の中止及び延期） 

   第 93 条の 4（低入札価格調査） 

 （略） 

 （入札の公告） 

第８１条の２ 契約締結権者は、一般競争

入札及びせり売りにより契約を締結し

ようとするときは、入札期日の前日から

起算して 10 日前までに次の各号に掲げ

る事項を四日市港管理組合公報、新聞、

掲示、インターネットの利用その他の方

法により公告しなければならない。ただ

し、緊急の必要がある場合は、その期間

を 5 日まで短縮することができる。 

 （１）～（６） （略） 

 （７） 第 93 条の 2 に規定する電子入札を行

おうとするときはその旨 

 （８） 議会の議決を要する場合はその旨 

目次 

 （略） 

   第 93 条（入札） 

  

   第 93 条の 2（入札の中止及び延期） 

   第 93 条の 3（低入札価格調査） 

 （略） 

 （入札の公告） 

第８１条の２ 契約締結権者は、一般競争

入札及びせり売りにより契約を締結し

ようとするときは、入札期日の前日から

起算して 10 日前までに次の各号に掲げ

る事項を四日市港管理組合公報、新聞、

掲示、インターネットの利用その他の方

法により公告しなければならない。ただ

し、緊急の必要がある場合は、その期間

を 5 日まで短縮することができる。 

 （１）～（６） （略） 

 

 

 （７） 議会の議決を要する場合はその旨 
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 （９） 入札無効に関する事項 

 （１０） その他必要な事項 

 （電子入札） 

第９３条の２ 電子入札（電子情報処理組

織を使用して行う入札をいう。）に参加

しようとする者は、前条の規定による入

札書の提出に代えて、その者の使用に係

る電子計算機に入札価格等所定の情報

を入力し、契約締結権者の指定した日時

までに、当該契約締結権者の使用に係る

電子計算機に到達させなければならな

い。 

２ 前項の電子入札の運用については、管

理者が別に定める。 

 （入札の中止及び延期） 

第９３条の３ （略） 

 （低入札価格調査） 

第９３条の４ （略） 

 （８） 入札無効に関する事項 

 （９） その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （入札の中止及び延期） 

第９３条の２ （略） 

 （低入札価格調査） 

第９３条の３ （略） 

 第 29 号様式中「健康保険証等」を「個人番号カード等」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。 
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 四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

  令和 7 年 12 月 25 日 

               四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合規則第 9 号 

   四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例施行規則の一部を改正する規則 

 四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例施行規則（昭和 41年四日市港管理組合規則第 16号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、

条例において使用する用語の例による。 

 （条例第 2 条第 7 号に規定する規則で定め

る者等） 

第３条 条例第 2 条第 7 号に規定する規則

で定める者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

 

 （１） 旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）

第 6 条の 4 第 1 項に規定する旅行業者 

 （２） 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）第

13 条第 1 項に規定する鉄道運送事業者及

び軌道法（大正 10 年法律第 76 号）第 4 条

に規定する軌道経営者 

 （３） 海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号）

第 23 条の 3 第 2 項に規定する船舶運航事

業者 

 （４） 航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 2 条

第 18 項に規定する航空運送事業を経営す

る者 

 （５） 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）

第 9 条第 7 項第 3 号に規定する一般旅客自

  

第２条 削除 

 

 （兼務職員の旅費） 

 

第３条 条例第 3 条第 1 項に規定する職員で他

の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によつ

て旅行した場合には、当該職務相当の旅費を

支給するものとする。 
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動車運送事業者 

 （６） 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第 2

条第 1 項に規定する旅館業を営む者 

 （７） 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）第 7 条第 1 項に規定する一般貨物

自動車運送事業者及び貨物利用運送事業

法（平成元年法律第 82 号）第 55 条第 1 項

に規定する貨物利用運送事業者 

 （８） 割賦販売法（昭和 36 年法律第 159 号）

第 31 条に規定する登録包括信用購入あっ

せん業者（組合との契約によりカード等

（同法第 2 条第 3 項第 1 号に規定するカー

ド等をいう。次項において同じ。）を前各

号に掲げる者が提供する役務その他の旅

行に係る役務の対価の支払のみのために

旅行者に提供する場合に限る。） 

２ 条例第 2 条第 7 号に規定する規則で定

めるものは、役務及びカード等とする。 

 （旅行命令等の変更を受けた場合等におけ

る旅費） 

第４条 条例第 3 条第 6 項に規定する規則

で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 （１） 条例第 3 条第 2 項及び第 5 項の規定

により旅費の支給を受けることができ

る者が、傷病その他やむを得ない事情に

より旅行を中止し、又は変更したとき。 

 （２） 条例第 3 条第 1 項及び第 2 項（第 1 号

に係る部分に限る。）の規定により旅費

の支給を受けることができる職員がそ

の家族の旅行について条例第 16 条、第

18 条第 1 項及び第 19 条第 2 項に基づく

旅費の支給を受けることができる場合

であつて、当該家族が死亡又は傷病その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （旅行取消等の場合における旅費） 

 

第４条 
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他やむを得ない事情により旅行を中止

し、又は変更したとき。 

２ 条例第 3 条第 6 項に規定する規則で定

めるものは、次の各号に規定する金額とす

る。 

 （１） 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交

通費（家族移転費のうちこれらに相当す

る部分を含む。）については、条例第 9

条第 1 項各号、第 10 条第 1 項各号、第

11 条第 1 項各号及び第 12 条第 1 項各号

に掲げる各費用について、当該各条及び

条例第 6 条の規定により計算した額と

現に支払つた額で所要の払戻手続をと

つたにもかかわらず払戻しを受けるこ

とができない額又は所要の取消手続を

とつたにもかかわらずなお支払う必要

がある額を比較し、当該各費用ごとのい

ずれか少ない額の合計額 

 （２） 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞

在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

及び家族移転費（宿泊手当に相当する部

分を除く。）については、当該各種目に

ついて条例第 13 条、第 14 条、第 16 条、

第 17 条及び第 18 条第 1 項並びに条例

第 6 条の規定により計算した額と現に

支払つた額で所要の払戻手続をとつた

にもかかわらず払戻しを受けることが

できない額又は所要の取消手続をとつ

たにもかかわらずなお支払う必要があ

る額を比較し、当該各種目ごとのいずれ

か少ない額の合計額 

 （３） 前 2 号に掲げる金額のほか、手数料そ

の他の旅行命令等の変更等に伴い支給

 

 

    条例第 3 条第 6 項の規定により支

給する旅費の額は、次の各号に規定する額

とする。 

 （１） 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃と

して又はホテル、旅館その他の宿泊施設

の利用を予約するため支払つた金額で、

所要の払いもどし手続をとつたにもか

かわらず、払いもどしを受けることがで

きなかつた額。ただし、その額は、その

支給を受ける者が、当該旅行について条

例により支給を受けることができた鉄

道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の

額をそれぞれこえることができない。 

 

 

 

 （２） 赴任に伴う住所又は居所の移転のた

め支払つた金額で、当該旅行について条

例により支給を受けることができた移

転料の額の 3 分の 1 に相当する額の範

囲内の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 7年 12月 25日      四日市港管理組合公報           第１１４６号 

 
- 7 - 

する必要があるものとして旅行命令権

者が認めた額 

 （旅費額を喪失した場合における旅費） 

第５条 条例第 3 条第 7 項に規定する規則

で定める事情は、次に掲げる事情とする。 

 （１） 交通事故その他の条例第 3 条第 7 項

に規定する者の責めに帰することがで

きない事情 

 （２） 前条第 1 項第 2 号に規定する旅費の

支給を受けることができる場合におけ

る当該家族の旅行中の天災又は交通事

故その他の当該職員若しくは家族の責

めに帰することができない事情 

２ 条例第 3 条第 7 項に規定する規則で定

める金額は、次の各号に掲げる金額とす

る。 

 

 （１） 現に所持していた旅費額（交通手段を

利用するための乗車券、乗船券、航空券

等で当該旅行について購入したものを

含む。次号において同じ。）の全部を喪

失した場合には、その喪失した時以後の

旅行を完了するため条例の規定により

支給することができる額 

 

 （２） 現に所持していた旅費額の一部を喪

失した場合には、前号に規定する額から

喪失を免れた旅費額を差し引いた額 

 

 

 （旅行命令等） 

第６条 条例第 4 条第 2 項及び第 3 項の規

定により旅行命令等を発し、又は変更する

 

 

 （旅費喪失の場合における旅費） 

第５条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    条例第 3 条第 7 項の規定により支

給する旅費の額は、次の各号に規定する額

とする。ただし、その額は、現に喪失した

旅費額をこえることができない。 

 （１） 現に所持していた旅費額（交通機関を

利用するための乗車券、乗船券等の切符

類で当該旅行について購入したもの（以

下「切符類」という。）を含む。以下本

条において同じ。）の全部を喪失した場

合には、その喪失した時以後の旅行を完

了するため条例の規定により支給する

ことができる額 

 （２） 現に所持していた旅費額の一部を喪

失した場合には、前号に規定する額から

喪失を免がれた旅費額（切符類について

は、購入金額のうち、未使用部分に相当

する金額）を差し引いた額 

 （旅行命令等） 

第６条 条例第 4 条第 2 項及び第 3 項の規

定により旅行命令等を発し、又は変更する



令和 7年 12月 25日      四日市港管理組合公報           第１１４６号 

 
- 8 - 

場合には、旅行命令権者は条例第 6 条その

他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致

して旅行が行われるよう留意するものと

する。 

 （旅行命令書等の記載事項又は記録事項） 

第７条 条例第 4 条第 4 項に規定する規則

で定める事項は、発令年月日、所属名、旅

行者氏名、出発地、用務、用務先、帰着地

及び旅行期間とする。 

 （旅行命令等の変更の申請） 

第８条 旅行者は、条例第 5 条第 1 項又は第

2 項の規定により旅行命令等の変更の申

請をする場合には、その変更の必要を証明

するに足る資料を提出しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合には、旅行命令権者は条例第 7 条及び

第 8 条その他旅費の計算に関する規定の

趣旨に合致して旅行が行なわれるよう留

意するものとする。 

 （旅行命令書等の記載事項及び様式） 

第７条 条例第 4 条第 4 項に規定する旅行

命令（依頼）書の記載事項及び様式は、第

1 号様式によるものとする。 

 

 （旅行命令等の変更の申請） 

第７条の２ 旅行者が、条例第 5 条第 1 項又

は第 2 項の規定により旅行命令等の変更

の申請をする場合には、その変更の必要を

証明するに足る書類を提出しなければな

らない。 

 （路程の計算） 

第８条 条例第 6 条に規定する旅費の計算

上必要な路程の計算は、次の区分に従い、

当該各号に掲げるものにより行なうもの

とする。 

 （１） 鉄道 鉄道事業法（昭和 61 年法律第

92 号）第 16 条の鉄道運送事業者の運賃

の算出の基礎となつた路程 

 （２） 水路 海上運送法（昭和 24 年法律第

187 号）第 8 条の舶舶運送事業を営む者

の運賃の算出の基礎となつた路程又は

実測その他信頼するに足る方法により

計測された路程 

 （３） 陸路 道路運送法（昭和 26 年法律第

183 号）第 2 条第 3 項の旅客自動車運送

事業を経営する者及び軌道法（大正 10

年法律第 76 号）第 4 条の軌道経営者の

運賃の算出の基礎となつた路程又は実
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 （請求書及び必要な資料の種類、記載事項

等） 

第９条 条例第 7 条第 5 項に規定する規則

で定める請求書の種類は、次に掲げるもの

とする。 

 

 （１） 次号から第 5 号までに規定する旅費

以外の旅費を請求する場合には、出張旅

費精算請求書又は出張旅費概算請求書 

 

 

 

 （２） 条例第 3 条第 1 項に規定する赴任に

係る旅費又は同条第 2 項第 1 号若しく

は第 5 項の規定により転居費、着後滞在

費、家族移転費若しくはこれらに相当す

るものが含まれる旅費を請求する場合

には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費

概算請求書 

 （３） 条例第 3 条第 2 項（同項第 1 号を除

く。）に係る旅費を請求する場合には、

死亡時旅費請求書 

 （４） 条例第 3 条第 6 項に係る旅費を請求

する場合には、旅費損失請求書 

 （５） 条例第 3 条第 7 項に係る旅費を請求

する場合には、旅費喪失請求書 

 （６） 条例第 3 条第 8 項に係る旅費に相当

測その他信頼するに足る方法により計

測された路程 

２  前項の規定により路程を計算すること

が困難な場合には、同項の規定にかかわら

ず、旅行命令権者は、別に路程を計算する

ことができる。 

 （旅費請求者の種類、記載事項及び様式） 

 

第９条 条例第 13 条第 1 項に規定する旅費

請求書の種類、記載事項及び様式は、次の

区分に従い、当該各号に掲げるところによ

る。 

 （１） 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求

する場合には、第 2 号様式による旅費請

求書。ただし、概算払に係る旅費を精算

する場合であつて、当該精算額が概算払

に係る旅費の額と同一であるときには、

第 1 号様式による概算払精算書 

 （２） 条例第 3 条第 1 項に規定する赴任に

係る旅費及び条例第 24 条（条例の他の

条文において準用する場合を含む。）に

規定する扶養親族移転料を請求する場

合には、第 3 号様式による旅費請求書 
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する金額を請求する場合には、当該金額

に係る旅費に応じた前各号に掲げる請

求書 

２ 条例第 7 条第 5 項に規定する規則で定

める必要な資料の種類は、別表第 1 のとお

りとする。ただし、旅行役務提供者が旅費

に相当する金額を請求する場合には、第 4

項に規定する請求書に相当するものをも

つて、同表に規定する額を証明するに足る

資料又はその支払を証明するに足る資料

に代えることができる。 

３ 条例第 7 条第 5 項に規定する規則で定

める記載事項（記録事項を含む。次項、別

表第 2 及び別表第 3 において同じ。）は、

別表第 2 の上欄に掲げる請求書の区分ご

とにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及

び別表第 3 の上欄に掲げる種目の区分ご

とにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項と

する。 

４  旅行役務提供者が旅費に相当する金額

を請求する場合において、別表第 2 中「請

求者」とあるのは、「旅行者」と読み替え

るものとする。この場合において、前項で

定める記載事項に準ずる内容が記載又は

記録され、かつ、支出命令権者が認めた請

求書に相当するもの（請求する者の名称又

は氏名及び住所が記載されたものに限

る。）をもつて、第 1 項第 6 号に掲げる請

求書に代えることができる。 

５ 旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行

者又は旅行役務提供者が請求書を提出し

た場合には、その請求内容が適切であるか

を確認するものとする。 

 

 

 

２ 条例第 13 条第 1 項に規定する旅費請求

書に添付すべき書類は、前項各号様式の備

考に掲げる書類とする。 
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６ 前項の場合において、請求書を提出した

者が旅行役務提供者であるときは、旅行命

令権者及び支出命令権者は、旅行者に対し

て必要な報告又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

７ 支出命令権者は、旅費を支給し、又は旅

費に相当する金額を支払つた場合には、請

求書に支給先又は支払先及び支給年月日

又は支払年月日を記載又は記録するもの

とする。 

８ 条例第 7 条第 1 項に規定する請求書又

は資料が電磁的記録で作成されていると

きは、電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法をいう。次項において同じ。）

をもつて提出することができる。 

９  前項の規定により請求書又は資料の提

出が電磁的方法により行われたときは、支

出命令権者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がなされた時

に当該請求書又は資料を提出したものと

みなす。 

 （旅費の精算に係る期間） 

第１０条 条例第 7 条第 5 項の規定により

規則で定める条例第 7 条第 2 項に規定す

る期間は、やむを得ない事情のため旅行命

令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行

を完了した日の翌日から起算して 2 週間

とする。 

２ 条例第 7 条第 5 項の規定により規則で

定める条例第 7 条第 3 項に規定する期間

は、精算による過払金の返納の告知の日の

翌日から起算して 2 週間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （旅費の請求手続） 

第１０条 条例第 13 条第 2 項及び第 3 項に

規定する期間は、四日市港管理組合財務規

則（昭和 41 年四日市港管理組合規則第 12

号）に定めるところによる。 

 

 

２ 条例第 13 条第 4 項に規定する給与の種

類は、四日市港管理組合職員の給与に関す

る条例（昭和 41 年四日市港管理組合条例

第 8 号。以下「給与条例」という。）に規
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 （給与の種類） 

第１１条 条例第 7 条第 5 項及び第 25 条第

3 項に規定する規則で定める給与の種類

は、四日市港管理組合職員の給与に関する

条例（昭和 41 年四日市港管理組合条例第

8 号。以下この項において「職員給与条例」

という。）に規定する給料、扶養手当、地

域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊

勤務手当及び給料の調整額又はこれらに

相当する給与とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （鉄道賃に係る鉄道） 

第１２条 条例第 9 条第 1 項に規定する規

則で定めるものは、次の各号に掲げるもの

とする。 

 （１） 鉄道事業法第 2 条第 1 項に規定する

鉄道事業の用に供する鉄道に類するも

の 

 （２） 軌道法第 1 条第 1 項に規定する軌道

定する給料及び手当（期末手当、勤勉手当

を除く。）又はこれらに相当する給与とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （証人等の旅費） 

第１１条 条例第 14 条に規定する条例第 3

条第 4 項又は第 5 項の規定により旅行す

る者に支給する旅費は、関係行政機関の職

員についてはその職において受けること

のできる旅費とし、その他の者については

一般職に属する職員の例により計算した

旅費とする。ただし、旅行の性質、用務の

内容等を考慮し旅行命令権者が任命権者

の承認を得た場合はこの限りでない。 

 （急行料金） 

第１２条 条例第 15 条第 2 項に規定する急

行料金の支給については、次の各号に定め

る基準による。 

 （１） 急行料金は、1 の急行券の有効区間ご

とに計算する。 

 

 （２） 特別急行列車を運行する線路による
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に類するもの 

 

 

 

 （船賃に係る船舶） 

第１３条 条例第 10 条第 1 項に規定する規

則で定めるものは、海上運送法第 2 条第 2

項に規定する船舶運航事業の用に供する

船舶に類するものとする。 

 （航空賃に係る航空機） 

第１４条 条例第 11 条第 1 項に規定する規

則で定めるものは、航空法第 2 条第 18 項

に規定する航空運送事業の用に供する航

空機に類するものとする。 

 （航空機の利用） 

第１５条 条例第 11 条第 1 項に規定する航

空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により最も経済

的な通常の経路又は方法によつて旅行し

難いと認め、航空機の利用を許可した場合

に限り支給することができるものとする。 

 

 （その他の交通費） 

第１６条 条例第 12 条第 2 項に規定する規

則で定める額は、1 キロメートルあたり 23

円とする。 

 （宿泊費基準額等） 

第１７条 条例第 13 条に規定する規則で定

める額は、国家公務員等の旅費支給規程

（昭和 25 年大蔵省令第 45 号。次条におい

て「旅費省令」という。）別表第 2 の 1 の

表の区分の欄に掲げる地域に応じ、それぞ

れ同表の職務の級が 10 級以下の者の欄に

旅行の場合にあつては特別急行料金を、

普通急行列車を運行する線路による旅

行の場合にあつては普通急行料金を支

給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （航空賃） 

第１３条  条例第 17 条に規定する航空賃

は、任命権者が公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により最も経済的な

通常の経路又は方法によつて旅行するこ

とが困難と認め、航空機の利用を許可した

場合に限り支給することができるものと

する。 
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掲げる額とする。 

２ 条例第 13 条に規定する規則で定める場

合は、次の各号のいずれかに該当する場合

とする。 

 （１） 全国会議、ブロック会議、研修等に参

加する場合で、宿泊施設の指定（旅行者

に選択の余地がない場合に限る。）を受

けて旅行する場合 

 （２） 被随行者と同じ宿泊施設に宿泊する

必要がある場合 

 （３） 用務のための書類や物品等が多く、移

動が困難なため、目的地の近くに宿泊す

る必要がある場合 

 （４） 目的地と宿泊地との移動に相当の時

間を要するため、目的地の近くに宿泊す

る必要がある場合 

 （５） 災害時など緊急用務で宿泊する必要

がある場合 

 （６） 前各号に掲げる場合のほか、当該宿泊

に要する費用の額を支給する必要があ

るものとして任命権者が認めた場合 

 （管理者等の宿泊費基準額） 

第１７条の２ 前条第 1 項中「職務の級が 10

級以下の者」とあるのは「内閣総理大臣等」

と読み替えるものとする。 

 （宿泊手当の定額等） 

第１８条 条例第 15 条に規定する規則で定

める 1 夜当たりの定額は、旅費省令別表第

3 の 1 の表に掲げる額とする。 

２ 宿泊手当の額は、条例の規定により支給

される宿泊費又は包括宿泊費について次

の各号に掲げる場合に該当するときは、前

項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる
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額とする。 

 （１） 朝食又は夕食に係る費用のいずれか

に相当するものが含まれる場合  前項

で定める定額の 3 分の 2 の額 

 （２） 朝食及び夕食に係る費用に相当する

ものが含まれる場合  前項で定める定

額の 3 分の 1 の額 

３  移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額

は、前 2 項の規定にかかわらず、旅費省令

別表第 3 の 1 の表に掲げる額とする。ただ

し、条例の規定により支給される鉄道賃、

船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿

泊費及び家族移転費のうちこれらに相当

するものを含む。）に食費に相当するもの

が含まれる場合は、当該額の 3 分の 1 の額

とする。 

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若

しくはこれに相当する場所をいう。）に宿

泊する場合には、前 3 項の規定にかかわら

ず、宿泊手当は支給しない。 

 （転居費の算定方法等） 

第１９条 条例第 16 条に規定する規則で定

める方法は、次の各号に掲げる方法とす

る。 

 （１） 運送業者が家財の運送を行う場合に

は、複数の運送業者に見積りをさせ、か

つ、その中から最も経済的なものを選択

するときに限り、当該運送に要する額を

転居費の額とする方法 

 （２） 旅行役務提供者が家財の運送を行う

場合には、前号の規定にかかわらず、当

該運送に要する額を転居費の額とする

方法 
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 （３） 旅行者が宅配便又は自家用自動車若

しくは道路運送法第 80 条第 1 項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家

用自動車その他これらに類するものを

利用して家財の運送を行う場合には、当

該運送に要する額を転居費の額とする

方法 

２ 前項の算定に当たつては、条例の規定によ

り他の種目として支給を受ける費用その他

の組合費による支給が適当でない費用とし

て任命権者が定めるものを除くものとする。 

３  職員又は家族が他から赴任に係る旅費

の支給又はこれに相当する金額の支払を

受ける場合には、前 2 項の規定により算定

した転居費の額から当該支給又は当該支

払を受ける金額を差し引くこととする。 

 （近距離の転居に係る転居費等の制限） 

第２０条 同一市町村内（東京都の特別区の

存する地域にあつては、特別区の存する全

地域内）における在勤公署の変更に伴う旅

行については、公設宿舎への入居又は退去

を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転

居費、着後滞在費及び家族移転費は支給し

ない。 

 （家族移転の延期） 

第２１条 条例第 18 条第 2 項に規定する期

間の延長は、旅行命令権者が任命権者の承

認を得てそのつど定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （扶養親族移転の延期） 

第１４条 条例第 22 条第 3 項に規定する期

間の延長は、旅行命令権者が任命権者の承

認を得てそのつど定めるものとする。 

第１５条 削除 

 （着後手当） 

第１６条 条例第 23 条に規定する規則で定

める着後手当の額は、別表に定める額とす

る。 
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 （退職者等の旅費の細則） 

第２２条 条例第 19 条第 1 項に規定する規

則で定めるものは、次の各号に掲げる旅費

とする。 

 （１） 職員が出張のための旅行中に退職等

となつた場合には、出張の例に準じ、退

職等の日にいた地から旧在勤地に旅行

するものとして計算した旅費 

 （２） 職員が赴任のための旅行中に退職等

となつた場合には、赴任の例に準じ、退

職等の日にいた地から新在勤地に旅行

するものとして計算した旅費 

 （遺族の旅費の細則） 

第２３条 条例第 20 条に規定する規則で定

めるものは、次の各号に掲げる旅費とす

る。 

 （１） 条例第 3 条第 2 項第 2 号の規定に該

当する場合において、同号の規定により

旅費を支給するときは、次に掲げる旅費 

  イ  職員が出張のための旅行中に死亡

した場合には、出張の例に準じ、職員

が遺族の居住地と死亡地との間を往

復するものとして計算した旅費 

  ロ  職員が赴任のための旅行中に死亡

した場合には、イに掲げる旅費のほ

か、赴任の例に準じ、職員が死亡地か

ら新居住地に旅行するものとして計

 （外国旅行の旅費等） 

第１７条 条例第 30 条に規定する外国旅行

の場合の旅費の支給について必要な事項

は、職員と同様の職務を行なう国の職員に

対するその取扱に準じて任命権者がその

つど定める。 
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算した旅費 

 （２） 条例第 3 条第 2 項第 3 号の規定によ

り旅費を支給する場合には、出張の例に

準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に

旅行するものとして計算した旅費（宿泊

費及び包括宿泊費を除く。） 

２ 遺族が前項第 1 号及び第 2 号に規定す

る旅費の支給を受ける順位は、条例第 2 条

第 6 号に掲げる順序により、同順位者があ

る場合には、年長者を先にする。 

 （証人等の旅費） 

第２４条 条例第 21 条に規定する条例第 3

条第 4 項又は第 5 項の規定により旅行す

る者に支給する旅費は、関係行政機関の職

員についてはその職において受けること

のできる旅費とし、その他の者については

一般職に属する職員の例により計算した

旅費とする。ただし、旅行の性質、用務の

内容等を考慮し旅行命令権者が任命権者

の承認を得た場合はこの限りでない。 

 （旅費の調整） 

第２５条 条例第 23 条第 1 項の規定に基づ

き、次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該各号に定める基準により旅費の支

給を調整する。 

 （１） 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設

等を無料で利用して旅行した場合には、

鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費

又は宿泊費を支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （旅費の調整） 

第１８条 条例第 31 条第 1 項の規定に基づ

き、次の各号に該当する場合は、当該各号

に定める基準により旅費の支給を調整す

る。 

 （１） 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、

食堂施設等を無料で利用して旅行した

場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

宿泊料又は食卓料は支給しない。 

 （２） 鉄道旅行において、当該用務の性質又

は緩急の度合により急行料金を支給す

る必要がないと認められる場合には、急

行料金を支給しない。 
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 （２） 新たに採用された職員又は転任を命

ぜられた職員で、採用の日又は転任を命

ぜられた日から 1 年以内に住居を移転

しない者には、転居費及び着後滞在費を

支給しない。ただし、天災その他やむを

得ない事情により、その期間内に住居を

移転し難いことについて、あらかじめ任

命権者の承認を得た者については、この

限りでない。 

 （３） 組合費以外の経費から旅費を支給さ

れる旅行にあつては、正規の旅費額のう

ち組合費以外の経費から支給される旅

費額に相当する額は、これを支給しな

い。 

２ 特別の事情により、前項の規定により難

い場合には、旅行命令権者は、そのつど取

扱について理由書及び参考資料を添えて

任命権者に申請し、その承認を得て別に定

めることができる。 

 

 

 （３） 旅行者が、旅行中の公務傷病等により

旅行先の医療施設等を利用して療養し

たため正規の宿泊料を支給することが

適当でない場合には、当該療養中の宿泊

料の 2 分の 1 に相当する額は支給しな

い。 

 （４） 長期間の研修、講習、訓練その他これ

らに準じる目的のための旅行で、当該旅

行の期間が 30 日を超える場合における

宿泊料は、その超える日数について定額

の 10 分の 3 に相当する額を定額から減

じた額による。 

 （５） 新たに採用された職員又は転任を命

じられた職員で、採用の日又は転任を命

じられた日から 1 年以内に居住を移転

しない者には、移転料及び着後手当を支

給しない。ただし、天災その他やむを得

ない事情により、その期間内に居住を移

転することが困難なことについて、あら

かじめ任命権者の承認を得た者につい

ては、この限りでない。 

 （６） 組合の経費以外の経費から旅費を支

給される旅行にあつては、正規の旅費額

のうち組合の経費以外の経費から支給

される旅費額に相当する額は、これを支

給しない。 

２ 特別の事情により、前項の規定によるこ

とが困難な場合には、旅行命令権者は、そ

のつど取扱について理由書及び参考資料

を添えて任命権者に申請し、その承認を得

て別に定めることができる。 

３ 条例第 31 条第 2 項に規定する「別に定

める旅費を支給することができる」場合
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 （旅費の特例） 

第２６条 条例第 24 条第 1 項に規定する旅

費又は旅費として支給するものについて

は、旅行命令権者が任命権者の承認を得て

そのつど措置するものとする。 

 （準用規定の実施） 

第２７条 条例第 26 条に規定する外国旅行

の場合の旅費の支給について必要な事項

は、職員と同様の職務を行う国家公務員等

に対するその取扱に準じて任命権者がそ

のつど定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （年度経過等による区分） 

第２８条 移動中における年度の経過等の

ため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交

通費（家族移転費のうちこれらに相当する

部分を含む。）を区分して算定する必要が

ある場合には、年度の経過等の後に最初の

目的地に到着するまでの分及びそれ以後

の分に区分して算定する。 

 （実施に関し必要な事項） 

第２９条 条例の実施のための手続その他

その執行についてこの規則に定めるもの

のほか必要な事項は、別に定める。 

は、任命権者がそのつど定める。 

 （旅費の特例） 

第１９条 条例第 32 条に規定する旅費又は

旅費として支給するものについては、旅行

命令権者が任命権者の承認を得てそのつ

ど措置するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 （甲地方の範囲） 

第１９条の２ 条例別表第 1 の備考 2 に規

定する「東京都、大阪市、名古屋市、横浜

市、京都市及び神戸市のうち管理者が定め

る地域その他これらに準ずる地域で管理

者が定めるもの」は、国家公務員等の旅費

に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）

別表第 1 の 1 の備考に規定する甲地方と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （実施に関し必要な事項） 

第２０条 条例の実施のための手続その他

の執行についてこの規則に定めるものの

ほか必要な事項は別に定める。 
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別表第 1 請求書に添付する資料（第 9 条関

係） 

区分 添付する資料 

(１)  

鉄

道

賃 

条例第 9 条

第 1項第 1号

に 掲 げ る 運

賃（運賃の等

級 が 区 分 さ

れ た 鉄 道 に

よ る 移 動 に

運賃の等級及び額

を証明するに足る

資料 

その支払を証明す

るに足る資料 

別表（第 16 条関係） 

移 転 後

に 入 る

住 宅 の

種類 

旧居住地から新居住地までの

路程 

50 キ ロ

メ ー ト

ル未満 

 

 

 

50 キ ロ

メ ー ト

ル 以 上

100 キロ

メ ー ト

ル未満 

100 キロ

メ ー ト

ル以上 

職 員 住

宅 又 は

公舎等 

 

宿泊料 1

夜 分 に

相 当 す

る額 

宿泊料 2

夜 分 に

相 当 す

る額 

宿泊料 3

夜 分 に

相 当 す

る額 

借 家 又

は 借 間

等 

宿泊料 2

夜 分 に

相 当 す

る額 

宿泊料 3

夜 分 に

相 当 す

る額 

宿泊料 4

夜 分 に

相 当 す

る額 

備考 この表において、「職員住宅又は公舎

等」とは職員の住居の用に供するため四

日市港管理組合が設置し、又は借り受け

た住宅を、「借家又は借間等」とは赴任

に伴う住所又は居所の移転のため職員

が新たに借り受けた住宅をいう。 
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限る。） 

 条例第 9 条

第 1項第 2号

から第 6 号

ま で に 掲 げ

る費用 

その支払を証明す

るに足る資料（急行

料金にあつては、旅

行命令権者等が必

要と認める場合に

限る。） 

(２)  

船 

賃 

条例第 10 条

第 1項第 1号

に 掲 げ る 運

賃（運賃の等

級 が 区 分 さ

れ た 船 舶 に

よ る 移 動 に

限る。） 

運賃の等級及び額

を証明するに足る

資料 

その支払を証明す

るに足る資料 

 条例第 10 条

第 1項第 2号

から第 5 号

ま で に 掲 げ

る費用 

その支払を証明す

るに足る資料 

(３)  

航

空

賃 

条例第 11 条

第 1項第 1号

に 掲 げ る 運

賃 

運賃の等級及び額

を証明するに足る

資料 

その支払を証明す

るに足る資料 

 条例第 11 条

第 1項第 2号

及び第 3 号

に 掲 げ る 費

用 

その支払を証明す

るに足る資料 

(４) その他の交通費 その支払を証明す

るに足る資料 

(５) 宿泊費 その支払を証明す
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るに足る資料 

第 17 条第 2 項各号

に該当することを

証明するに足る資

料（条例第 13 条た

だし書に該当する

場合に限る。以下こ

の 表 に お い て 同

じ。） 

(６) 包括宿泊費 その支払を証明す

るに足る資料 

その移動に係る交

通費の内容を証明

するに足る資料 

(７) 転居費 その支払を証明す

るに足る資料 

転居を証明する資

料 

同居する家族であ

ることを証明する

資料（家族の転居に

要する費用を含む

場合に限る。） 

条例第 18 条第 2 項

に規定する延長の

許可を証明するに

足る資料（同項に該

当 す る 場 合 に 限

る。） 

(８) 着後滞在費（宿

泊手当に相当する

部分を除く。） 

その支払を証明す

るに足る資料 

第 17 条第 2 項各号

に該当することを
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証明するに足る資

料 

(９) 家族移転費（宿

泊手当に相当する

部分を除く。） 

その支払を証明す

るに足る資料 

移転を証明する資

料 

同居する家族であ

ることを証明する

資料 

第 17 条第 2 項各号

に該当することを

証明するに足る資

料 

(１０) 条例第 19 条に規

定する旅費 

請求する種目に相

当するものに応じ

た第 1 号から前号ま

でに掲げる資料 

退職等の事由を証

明する資料 

所定の期間内に帰

住又は退職等に伴

う旅行をしたこと

を証明するに足る

資料 

旅行中に退職等と

なつたことを証明

する資料 

(１１) 死亡時旅費請求

書により請求する

旅費 

請求する種目に相

当するものに応じ

た第 1 号から第 9 号

までに掲げる資料 

職員の死亡及びそ

の死亡地を証明す
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る資料 

帰住を証明する資

料 

遺族であることを

証明する資料 

(１２) 旅費損失請求書

により請求する旅

費 

損失となる金額又

は支出を要する金

額を証明するに足

る資料 

旅行命令等の変更、

条例第 3 条第 1 項、

第 2 項、第 4 項及び

第 5 項の規定により

旅費の支給を受け

ることができる者

の死亡又は第 4 条第

1 項各号に掲げる場

合に該当すること

を証明する資料 

同居する家族であ

ることを証明する

資料（転居費のうち

家族の転居に要す

る費用又は家族移

転費に相当するも

のを含む場合に限

る。） 

(１３) 旅費喪失請求書

により請求する旅

費 

天災又は第 5 条第 1

項各号に掲げる事

情により旅費額を

喪失したことを証

明するに足る資料 

喪失額を証明する
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に足る資料 

(１４) 条例第 24 条第 1

項に規定する旅費 

請求する種目に相

当するものに応じ

た第 1 号から第 9 号

までに掲げる資料 

条例第 24 条第 1 項

の規定に該当する

ことを証明するに

足る資料 

別表第 2 旅費の請求に係る記載事項（請求

書）（第 9 条関係） 

区分 記載事項 

出張旅費精算請求書

又は出張旅費概算請

求書 

請 求 者 の 所 属 又 は

所属団体及び氏名 

旅 行 日 ご と に 出 発

地、経路、到着地、

宿泊地（宿泊した場

合に限る。以下この

表において同じ。）、

種目及びその金額 

請求年月日 

概算額、精算額、追

給額及び返納額（こ

れらについては、概

算 払 に 係 る 旅 費 を

請 求 す る 場 合 に 限

る。以下この表にお

いて同じ。） 

赴任旅費精算請求書

又は赴任旅費概算請

求書 

請 求 者 の 所 属 又 は

所属団体及び氏名 

旅 行 日 ご と に 出 発

地、経路、到着地、

宿泊地、種目及びそ
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の金額 

請求年月日 

概算額、精算額、追

給額及び返納額 

死亡時旅費請求書 請求者の住所、死亡

者 と の 続 柄 及 び 氏

名 並 び に 死 亡 者 の

所属及び氏名 

請求額 

種目及びその金額 

請求年月日 

旅費損失請求書 請 求 者 の 所 属 及 び

氏名（これらについ

ては、請求者が職員

で あ る 場 合 に 限

る。） 

請求者の住所、職員

と の 続 柄 及 び 氏 名

（ こ れ ら に つ い て

は、請求者が遺族で

ある場合に限る。） 

請 求 者 の 所 属 団 体

及び氏名（これらに

ついては、請求者が

職 員 及 び 遺 族 以 外

で あ る 場 合 に 限

る。） 

請求額 

種目及びその金額 

損失事由 

請求年月日 

旅費喪失請求書 請 求 者 の 所 属 又 は

所属団体及び氏名 
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請求額 

喪 失 以 後 の 旅 行 に

必要な旅費額、喪失

を 免 れ た 旅 費 額 及

び差引額 

喪 失 以 後 の 旅 行 に

必 要 な 旅 費 に つ い

て、旅行日ごとに出

発地、経路、到着地、

宿泊地、種目及びそ

の金額 

喪失事由 

請求年月日 

 備考 

  （１） 旅行日ごとに記載する事項は、請求

の内容が同一の場合又は複数の旅行

日にわたる旅費である場合には、複数

の旅行日をまとめて記載することが

できる。 

  （２） 概算払に係る旅費を精算する場合

であつて、当該精算額が概算払に係る

旅費額と同一であるときは、出張旅費

精算請求書及び赴任旅費精算請求書

のうち、出発地、経路、到着地、宿泊

地、種目及びその金額の記載又は記録

を省略することができる。 

  （３） 請求書は、備考欄を設け、旅費の計

算上参考となる事項を記載又は記録

することができる。 

別表第 3 旅費の請求に係る記載事項（種

目）（第 9 条関係） 

区分 記載事項 

(１) 鉄道賃 条例第 9 条第 1 項第 1 号
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に掲げる運賃、同項第 2 号

から第 5 号までに掲げる

料金及び同項第 6 号に掲

げる費用の各金額並びに

合計金額 

(２) 船賃 条例第 10 条第 1 項第 1 号

に掲げる運賃、同項第 2 号

から第 4 号までに掲げる

料金及び同項第 5 号に掲

げる費用の各金額並びに

合計金額 

(３) 航空賃 条例第 11 条第 1 項第 1 号

に掲げる運賃、同項第 2 号

に掲げる座席指定料金及

び同項第 3 号に掲げる費

用の各金額並びに合計金

額 

(４)  その他の

交通費 

条例第 12 条第 3 項の規定

により計算した路程（同条

第 2 項に規定する自家用

車旅行を行つた場合に限

る。） 

条例第 12 条第 1 項第 1 号

及び第 2 号に掲げる運賃

及び同項第 3 号及び第 4

号に掲げる費用の各金額

並びに合計金額 

(５) 宿泊費 夜数及び金額 

(６)  包括宿泊

費 

夜数及び金額 

(７) 宿泊手当 夜数及び定額 

(８) 転居費 金額 

(９)  着後滞在 宿泊費に係る夜数及び金
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費 額、宿泊手当に係る夜数及

び定額並びにこれらの合

計金額 

(１０)  家族移転

費 

第 1 号から第 7 号まで及

び第 9 号の例に準じた記

載事項、合計金額並びに旅

行人員 

  

 第 1 号様式から第 3 号様式までを削る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例施行規則（以下この項、

次項及び第 4 項において「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下この項

及び次項において「施行日」という。）以後に四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例の一

部を改正する条例（令和 7 年四日市港管理組合条例第 8 号）の規定（以下この項において「改

正条例の規定」という。）による改正後の四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例（昭和 41

年四日市港管理組合条例第 10 号。以下この項及び第 4 項において「新条例」という。）第 2

条第 2 号に規定する旅行命令権者が新条例第 4 条第 1 項に規定する旅行命令等を発する旅行

及び新条例第 3 条第 5 項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前

に改正条例の規定による改正前の四日市港管理組合旅費及び費用弁償条例（以下この項及び

第 4 項において「旧条例」という。）第 4 条第 1 項に規定する旅行命令権者が同項に規定す

る旅行命令等を発した旅行及び旧条例第 3 条第 5 項の規定により旅費の支給を決定した旅行

については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第 4 条第 1 項に規定する旅行

命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第 2 条第 2 号に規

定する旅行命令権者が新条例第 4 条第 3 項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行につ

いては、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適

用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新規則第 22 条及び第 23 条の規定は、施行日以後に退職、免職（罷免を含む。）、失職若

しくは休職（以下この項において「退職等」という。）となった場合又は死亡した場合につ

いて適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例に

よる。 
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４ 新規則第 3 条及び第 4 条の規定は、新条例第 3 条第 6 項及び第 7 項に規定する者が同条第

1 項、第 2 項、第 4 項及び第 5 項の規定により旅費の支給を受けることができる場合につい

て適用し、旧条例第 3 条第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 5 項の規定により旅費の支給を受け

ることができる場合については、なお従前の例による。 

 （四日市港管理組合財務規則の一部改正） 

５ 四日市港管理組合財務規則（昭和 41 年四日市港管理組合規則第 12 号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第 5 中第 4 号の項を削り、第 5 号の項を第 4 号の項とし、第 6 号の項から第 12 号の

項までを 1 項ずつ繰り上げる。 
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 訓  令  

 

四日市港管理組合訓令第5号 

庁 中 一 般   

 四日市港管理組合事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和7年12月25日 

               四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

  四日市港管理組合事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 四日市港管理組合事務決裁規程（平成8年四日市港管理組合訓令第1号）の一部を次のように

改正する。 

 別表1個別決裁事項の表第9号の項を次のように改める。 

   附 則  

 この訓令は、令和8年1月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

9 四日市港管理

組合旅費及び

費用弁償条例

（昭和41年四

日市港管理組

合 条 例 第 10

号）の施行に

関する事務 

1 四日市港管理組合旅費及び費用弁償

条例施行規則（昭和41年四日市港管理

組合規則第16号）第15条の規定による

航空機の利用の許可 

    〇  

2 規則第24条ただし書の規定による証

人等の旅費の特例の承認 

    〇  

3 規則第27条の規定による外国旅行の

場合の旅費の級等の決定 

    〇  
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